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平成２４年度 事業原簿（ファクトシート） 
 

作 成 日：平成２４年４月１日 

更新時期：平成２５年５月現在 

制度・施策名称 地球環境問題への対策の推進 

事業名称 地球温暖化対策技術普及等推進事業 ＰＪコード：Ｐ１１０１３ 

推進部 京都メカニズム事業推進部 

事業概要 

我が国の優れた低炭素技術・製品について、その温室効果ガス削減への貢

献を適切に評価し、二国間の枠組みを通じて、国内の目標達成等への反映を

図る仕組み（二国間オフセット・クレジット制度）により、その世界的普及

を支援すると同時に、我が国の排出削減目標の着実な達成等に有効に活用し

ていくことが不可欠である。  

 本事業では、我が国の低炭素技術・製品等の海外における有効性を実証し

得る具体的な排出削減プロジェクトの発掘とその組成を効率的かつ効果的に

実施するために必要な、低炭素技術の普及・移転のための事業性評価、排出

削減効果の評価手法等の確立、プロジェクトの実施に係るファイナンスその

他の制度・環境整備方策等に関する調査（フィージビリティスタディ、以下

「ＦＳ」という。）を実施する。 

事業規模 

事業期間：平成２３～２７年度 

契約等種別：委託 

勘定区分：需給 20,359 *)Ｈ25 から実証事業追加につき増額 [単位：百万円]

 Ｈ23 年度 

（実績） 

Ｈ24 年度 

（実績） 

Ｈ25～27年度 

（予定）*) 
合 計 

予算額 2,349 1,500 16,510 20,359

執行額 2,349 1,362 - 3,711

１．事業の必要性 

我が国は気候変動問題の解決に向け、海外での温室効果ガス排出削減に貢献できる優れた技

術や製品を多く有している。しかし、国連が管理する「クリーン開発メカニズム（以下、「ＣＤ

Ｍ」という。）」の下では、審査プロセスに長い時間がかかり、承認の可否についても不確実性

が高いことに加え、我が国が得意とする省エネルギー製品（自動車、家電等）や高効率石炭火

力等の低炭素技術に対する適用がほとんどなく、我が国の技術・製品を通じた貢献を後押しす

るには不十分な状況にあると考えられる。 

他方、２００９年末の第１５回気候変動枠組み条約締約国会合（ＣＯＰ１５）で策定された

「コペンハーゲン合意」においては、先進国の排出総量についての目標を各国それぞれのやり

方で設定することを認めるものとなり、２０１０年末の第１６回会合においては同合意がＣＯ

Ｐとして正式に決定された。 

こうした機会を捉え、政府は、現行のＣＤＭの下では国際的に十分に評価がなされていない

低炭素技術の、温室効果ガス削減への貢献を適切に評価し、その世界的普及を支援すると同時

に、我が国の排出削減目標の着実な達成等に有効に活用していくために、新たな仕組みの二国

間の合意を通じた構築に向けた対応を積極的に実施しているところである。 

このような状況をふまえ、ＮＥＤＯにおいては、特に、二国間等枠組みを通じて、我が国の

目標達成等への反映を図る仕組み（二国間オフセット・クレジット制度）を構築するためには、

相手国において、我が国の優れた技術・製品を活かした排出削減プロジェクトの発掘・形成を

促進することや、排出削減プロジェクトの温室効果ガス排出削減量やその測定方法に関する調

査等を通じて、二国間オフセット・クレジット制度における課題の洗い出しをすること等によ

り、当該排出削減プロジェクトの早期事業化を促進することが必要である。 

２．事業の目標、指標、達成時期、情勢変化への対応 

①目 標 

我が国が世界に誇る低炭素技術・製品等の普及、地球規模の温暖化対策への貢献を目指し、

具体的な排出削減プロジェクトの発掘及び組成に資するＦＳを展開する。 
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②指 標 

 省エネルギーや再生可能エネルギー、化石燃料のクリーン利用等様々な分野における排出削

減方法論の新規作成・改善：２０本以上提案 

注）Ｈ24 までの指標。Ｈ25 に実証事業が追加されてからの指標については別途見直す。 

③達成時期 

平成２７年度 

④情勢変化への対応 

政府の、二国間オフセット・クレジット対象国との制度構築に向けた交渉状況、国連等にお

ける本制度を含む多様なアプローチやポスト京都議定書の新しい国際的な枠組みの検討状況等

をふまえて、評価指標及び戦略を適宜見直すものとする。 

３． 評価に関する事項 

① 評価時期 

・毎年度評価：平成２５年５月 

・事後評価：平成２８年度実施予定 

② 評価方法（外部評価又は内部評価、レビュー方法、評価類型） 

・毎年度評価：内部評価（事業者ヒアリングの実施や有識者の意見を活用する。） 

・事後評価：外部有識者から構成される事業評価委員会を開催する。 

［添付資料］（省略） 
（１） 平成２４年度事前評価書（経済産業省策定） 

（２） 平成２４年度実施方針 
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平成２４年度事業評価書 
 

平成２５年９月６日作成 

制度・施策名称 地球環境問題への対策の推進 

事業名称 地球温暖化対策技術普及等推進事業 ＰＪコード：Ｐ１１０１３ 

推進部 京都メカニズム事業推進部 

０．事業実施内容 

我が国の優れた低炭素技術・製品について、海外におけるその温室効果ガス削減への貢献を

適切に評価し、二国間の枠組みを通じて、国内の目標達成等への反映を図る仕組み（二国間オ

フセット・クレジット制度（以下、「ＪＣＭ／ＢＯＣＭ」という。））により、その世界的普及を

支援すると同時に、我が国の排出削減目標の着実な達成等に有効に活用していくことが不可欠

である。  

 本事業では、我が国の低炭素技術・製品等の海外における有効性を実証し得る具体的な排出

削減プロジェクトの発掘とその組成を効率的かつ効果的に実施するために必要な、低炭素技術

の普及・移転のための事業性評価、排出削減効果の評価手法等の確立、プロジェクトの実施に

係るファイナンスその他の制度・環境整備方策等に関する調査（フィージビリティスタディ、

以下、「ＦＳ」という。）を実施する。 

１．必要性（社会・経済的意義、目的の妥当性） 

我が国は気候変動問題の解決に向け、海外での温室効果ガス排出削減に貢献できる優れた技

術や製品を多く有している。しかし、国連が管理する「クリーン開発メカニズム（以下、「ＣＤ

Ｍ」という。）」の下では、審査プロセスに長い時間がかかり、承認の可否についても不確実性

が高いことに加え、我が国が得意とする省エネルギー製品（自動車、家電等）や高効率石炭火

力等の低炭素技術に対する適用がほとんどなく、我が国の技術・製品を通じた貢献を後押しす

るには不十分な状況にあると考えられる。 

他方、２００９年末の第１５回気候変動枠組み条約締約国会合（ＣＯＰ１５）で策定された

「コペンハーゲン合意」においては、先進国の排出総量についての目標を各国それぞれのやり

方で設定することを認めるものとなり、２０１０年末のＣＯＰ１６においては同合意がカンク

ン合意としてＣＯＰにより正式に決定された。また、２０１１年末のＣＯＰ１７において、各

国の実情に応じた多様なアプローチの創設に向けた検討が合意された。 

こうした機会を捉え、国は、現行のＣＤＭの下では国際的に十分に評価がなされていない低

炭素技術の、温室効果ガス削減への貢献を適切に評価し、その世界的普及を支援すると同時に、

我が国の排出削減目標の着実な達成等に有効に活用していくために、二国間の合意を通じた新

たな仕組み（ＪＣＭ／ＢＯＣＭ）の構築に向けた対応を積極的に進めているところである。 

特に、ＪＣＭ／ＢＯＣＭを構築するためには、ホスト国において、我が国の優れた技術・製

品等を活かした排出削減プロジェクトの発掘・形成を促進することや、排出削減プロジェクト

による温室効果ガス排出削減量やその測定方法に関する調査等を通じて、ＪＣＭ／ＢＯＣＭに

おける課題を洗い出すこと等により、当該排出削減プロジェクトの早期事業化を促進すること

が必要である。 

２． 効率性（事業計画、実施体制、費用対効果） 

① 手段の適正性 

ＪＣＭ／ＢＯＣＭにおいては、まだ制度が確立していないことに加え、ＣＤＭにおける追加

性(経済的追加性）を問わない、ホスト国の実情に応じて、実施可能で削減量が過剰に算定され

ない範囲で測定の負担を軽減できるよう簡便な方法により排出量を算定する、といった新規な

ＭＲＶ（計測・報告・検証）方法論の検討を行うため、民間事業者による活用に当たっては、

様々なリスクが想定される。ＦＳは、民間企業の案件発掘・組成及び新規ＭＲＶ方法論検討の

ための調査費用を支援することにより、ＪＣＭ／ＢＯＣＭが未確立であることのリスクを低減

するとともに、ＪＣＭ／ＢＯＣＭに適したＭＲＶ方法論の開発に貢献しつつ具体的なプロジェ

クトの可能性を示すことで、同制度の早期確立に寄与すると共に、民間事業者による将来の同

制度の活用を促進することにも一定の役割を果たし得るものであり、手段として適切である。

案件採択や事業進捗管理にあたっては、平成２３年度のＦＳ結果を分析し、事業化に向けた
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課題やＭＲＶ方法論の傾向等を類型化して整理し活用したことで、事業効率性を高めた。 

また、経済産業省や環境省等とも連携を図り、二国間交渉の進捗状況をふまえた国別の方針

や、各機関の役割分担を明確化するとともに、分かりやすいツールの共有化として、ＭＲＶ方

法論検討に係る共通方針やフォーマット作成ガイドライン等を提供し、ＦＳの効率的な実施に

努めた。ガイドライン等の提供にあたっては、二国間オフセット・クレジット制度に関するガ

イドライン類整備ワーキンググループにオブザーバ参加し、最新の情報を基にこれらツールの

更新を図るなど、適切に事業を実施した。 

②効果とコストとの関係に関する分析 

 ＪＣＭ／ＢＯＣＭ－ＦＳにおいては、これまでＮＥＤＯにおいて実施してきたＣＤＭ／ＪＩ

－ＦＳで培われた様々な経験を活用している。ＪＣＭ／ＢＯＣＭでは、単に温室効果ガス削減

を達成するだけでなく、我が国の優れた低炭素技術・製品の普及にも寄与することを目指して

いるため、本ＦＳにおいては、経済的追加性を求められるＣＤＭとは異なり、クレジット収入

がなくても事業化可能性の高い案件を重視して採択し、効率的な事業運営に努めた。 

また、ＭＲＶ手法の開発においては、ＣＤＭの手法を参照しつつも、全案件においてＪＣＭ

／ＢＯＣＭに適した手法を開発しつつあり、案件によっては第三者審査機関による方法論適用

可能性等に係る審査までを課したことで、その成果は今後のＪＣＭ／ＢＯＣＭのＭＲＶ手法の

設定に大きく寄与することが期待される。 

３．有効性（目標達成度、社会・経済への貢献度） 

平成２４年度のＦＳの採択件数は、１２ヶ国２１件で、プロジェクト発掘案件が４件、組成

（含むフォローアップ）案件が１７件である。国別では、インドネシア７件、ベトナム５件(う

ちタイ等他国も対象にした案件３件を含む)を中心にアジア地域で１７件となっている。分野別

では、再生可能エネルギー９件、化石燃料クリーン利用（大半がクリーンコールテクノロジー）

５件、省エネルギー４件、交通２件等となっている。メコン河流域国（タイ、ミャンマー等）

はＪＣＭ／ＢＯＣＭに関連した首脳レベルでの共同声明等がなされた国のひとつであり、実施

対象として拡大・拡充を図ったことは政府の国際交渉の動きと合致し評価できる。分野につい

ては、再生可能エネルギー分野、省エネルギー分野を中心に幅広く実施したことにより、様々

な分野における排出削減方法論の提案が可能となった。 

方法論については、全部で２７本（ＭＲＶ方法論適用等調査の２本を含む）提案されており、

うち１７本がＭＲＶ方法論に関する第三者審査機関による方法論適用可能性等審査を受けて、

方法論のブラッシュアップを図っている。方法論のリファレンスシナリオは、ＢＡＵ（Business 

as usual）としてＣＤＭの手法を一部簡略化したものが１３本と多い。 

 

【国別・分野別案件数】 

火力発電 1 1 1 3
セメント 1 1
燃料 1 1
再生可能エネルギー（水力） 1 1 [1] 1 3
再生可能エネルギー（地熱） 1 1 1 3
再生可能エネルギー（海洋） 1 1
再生可能エネルギー（ﾊﾞｲｵﾏｽ） 1 1 2
交通 1 1 2
ＣＣＳ 1 1
省エネ（工場） 1 1 2
省エネ（建物・家電） 2 [2] [1] 2

合計 2 7 5 2 1 1 0 1 1 1 21
（注 ： [ ] は複数の対象国として挙げられたもの）

カザフ
スタン 合計

ミャン
マー

インド
インド
ネシア

ベトナ
ム

アフリ
カ諸国

島嶼
国

タイ
マレー
シア

フィリ
ピン

 
 

本ＦＳは、ＪＣＭ／ＢＯＣＭがまだ確立されていない段階ではあるが、これらＦＳの対象と

なっている事業が有する温室効果ガス削減ポテンシャルは、当該技術が相手国全体に波及した

場合の推計も含めて、約１３百万 tCO2/年であり、ＪＣＭ／ＢＯＣＭの目的である我が国低炭素
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技術・製品等の普及による温室効果ガスの削減に大きく寄与することが期待される。 

日本政府は、平成２５年１月にモンゴルと、３月にバングラデシュとＪＣＭ／ＢＯＣＭに係

る二国間文書を締結した。平成２４年度の成果の一つとして、ＮＥＤＯは、政府等により開催

されたインドネシア、ベトナムへのＪＣＭ／ＢＯＣＭ－ＦＳ報告会等にて、委託先とともにＪ

ＣＭ／ＢＯＣＭの具体的なイメージとその有効性をアピールし、相手国側に高く評価されてい

る。この他、インド、ケニア、エチオピアのＪＣＭ／ＢＯＣＭに係る政府ミッション・セミナ

ー参加やタイ、ベトナム、ミャンマーでのＦＳに係る技術ワークショップに参加しており、制

度構築に向けた国際交渉等においても少なからず貢献しているものと考えられる。また、国際

交渉の観点からは、ＪＣＭ／ＢＯＣＭに対する理解と支持を得るため、アジア諸国のみでなく、

引き続きアフリカ地域や島嶼国等においても案件の発掘・組成を図った。 

４．優先度（事業に含まれる各テーマの中で、早い時期に、多く優先的に実施するか） 

平成２４年度については、アジア諸国を中心にＪＣＭ／ＢＯＣＭの実施に関する交渉上重要

な国を対象とし、かつ事業実現性の観点をより重視して採択を行った。 

５．その他の観点（公平性等事業の性格に応じ追加） 

特になし。 

６． 総合評価 

①総括 

本事業は、我が国の優れた技術・製品を活かした排出削減プロジェクトの発掘・形成を促進

することや、排出削減プロジェクトによる温室効果ガス排出削減量その測定方法に関する調査

等を通じて、ＪＣＭ／ＢＯＣＭにおける課題を洗い出すこと等により、当該削減プロジェクト

の早期事業化を促進するものであり、ＪＣＭ／ＢＯＣＭ構築に必要である。ＦＳ以降の事業化

に一定の時間を要するため、現時点における評価には限界があるが、ＣＤＭの問題点をふまえ

てＭＲＶ手法の改善に取り組み、２７本の排出削減方法論を提案した。ＪＣＭ／ＢＯＣＭ運用

後のプロジェクト実施に向けた検討・準備が進む等、その効果が大きく期待できることから、

これまでの取り組みは適切であると思料される。 

②今後の展開 

ＪＣＭ／ＢＯＣＭの運用開始にともない、同制度を活用しながらこれまでＦＳで対象とした

ような低炭素技術・システムを活用した具体的なプロジェクトによる、排出削減効果・省エネ

効果等の「見える化」と本格的普及のための「実証事業」を平成２５年度より新たに追加して

展開する。また、ＪＣＭ／ＢＯＣＭの下で実際に事業を行うプロジェクトを発掘する目的で、

事業化可能性や方法論の実戦的検討を重視したＦＳについても実施する。さらに、経済産業省

や環境省とも連携し、本事業を通じてＪＣＭ／ＢＯＣＭの拡大と我が国の低炭素技術・製品の

途上国等への普及に寄与していく。 

 

 


